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台湾便活用交流促進事業実施要領

（目的）

第１条 将来の国際定期便の運航を見据え、その基盤となる海外との交流を促進するため、

本県と対象地域の団体間における経済・スポーツ・芸術・文化等に関連する交流事業を行

う団体に対して、台湾便活用交流促進事業助成金（以下「助成金」という。）を交付する。

（対象者）

第２条 助成金の交付対象者は、秋田県内に所在し、次の要件をすべて満たす団体とする。

一 一定の活動実績があり、事業を完遂できる見込みがあること。

二 代表者が明らかで、原則３名以上の団体であること。

三 会計経理が明確であること。

（対象事業）

第３条 助成金の交付対象となる事業は、当該年度内に対象地域において実施された両団体

間における経済・スポーツ・芸術・文化等に関連する自主的に計画した交流事業であり、

継続・発展が期待できるものとする。

２ 対象地域は、原則台湾とし、台湾への渡航にあたっては、必ず秋田空港発着の台湾チャ

ーター便を往復利用するものとする。

３ 欠航やオーバーブッキング等航空会社の都合により、往復利用できなかった場合においても

助成対象とする。

４ 次の各号に掲げる事項に該当する場合、助成金の交付対象事業の対象外とする。

一 営利を目的としたもの

二 国、県及び市町村が主催する自治体事業、若しくは国、県、市町村、関係団体からの

補助金・助成金（（公財）秋田県市町村振興協会が実施する県内空港活用青少年国際交

流促進助成事業助成金を除く。）を受け、対象経費の全額が補助対象となっているもの

三 違法又は公序良俗に反する活動を伴うもの

四 同一年度において、当該事業による補助対象事業として既に採択された団体

五 その他、本事業の目的及び趣旨に反するもの

（対象経費及び助成金額）

第４条 助成金の交付対象となる経費及び助成金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 助成金の交付対象となる経費は、交流事業に係る渡航費及び宿泊費に相当する経費と

する。

二 助成金の額は、１人当たり１万円を限度とし、団体上限を１５万円とする。

三 対象事業による渡航人数は、原則３名以上とする。

（事業実施計画書の提出及び交付決定）

第５条 助成金の交付を受けようとする団体の代表者（以下「事業実施計画団体」という。）

は、「事業実施計画書」（様式第１号）を原則として事業開始の１週間前までに秋田空港

利用促進協議会（以下「協議会」という。）に提出するものとする。

２ 協議会は、事業実施計画書の内容を審査し、適当と認められるときは、予算の範囲内で

助成金の交付を決定し、「事業実施計画認定結果通知書」（様式第２号）により、事業実

施計画団体に通知するものとする。
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（変更承認申請書等の提出）

第６条 事業実施計画認定結果通知書を受領した団体の代表者（以下「助成団体」という。）

は、事業内容を変更する場合は「事業内容等変更承認申請書」（様式第３号）を、事業を

中止する場合は「事業中止（廃止）承認申請書」（様式第４号）を協議会に提出するもの

とする。

（事業実績報告書等の提出）

第７条 助成団体は、事業終了後１か月以内、若しくは交付決定があった年度の３月３１日

までのいずれか早い期日までに「事業実績報告書」（様式第５号）に次の書類を添付し、

協議会に提出するものとする。

一 事業の実施内容や効果がわかるもの（実施状況を撮影した写真、新聞記事等）

二 経理関係書類（搭乗券・領収書の写し等）

（助成金の決定及び交付額の確定）

第８条 協議会は、前条の事業実績報告書等の審査により、事業が適正に行われたことを確

認し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金額を確定し、「助成金交付決定及

び交付額確定通知書」（様式第６号）により、速やかに助成団体に通知するものとする。

（助成金の交付）

第９条 助成団体は、前条の通知があったときは「助成金交付請求書」（様式第７号）を協

議会に提出し、協議会は助成金交付請求書に基づき助成金を交付するものとする。

（報告及び調査）

第１０条 協議会は、必要に応じて助成団体に対し、その実施内容の詳細に関する報告を求

めることができるほか、交流事業の実施内容を実地調査することができる。

（交付決定の取り消し）

第１１条 協議会は、次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消すことが

できるものとする。

一 助成団体が書類内容を偽り又は不正な行為により、助成金の交付を受けた場合

二 助成団体が前条の内容報告又は実地調査を拒んだ場合

（その他）

第１２条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定めると

ころによるものとする。

附 則

この要領は、平成３０年６月１日から施行する。

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

この要領は、令和６年４月１日から施行する。


